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伝
統
的
建
造
物
群 

保
存
対
策
調
査
の
実
施
に
つ
い
て 

 
 

甲
州
市
で
は
、
平
成
二
十
三
年
度
か
ら
二
か
年
の
継
続
事

業
と
し
て
、
上
条
地
区
を
対
象
に
、
「
伝
統
的
建
造
物
群
保

存
対
策
調
査
」
を
実
施
し
ま
す
。 

 

保
存
対
策
調
査
と
は
、
伝
統
的
建
造
物
群
の
保
存
状
態
等

の
調
査
と
、
調
査
結
果
に
基
づ
く
保
存
対
策
の
策
定
を
行
う

も
の
で
、
今
後
の
方
針
を
探
る
う
え
で
必
要
不
可
欠
な
調
査

と
考
え
て
い
ま
す
。 

 

具
体
的
な
調
査
内
容
と
し
ま
し
て
は
、
平
成
十
六
年
度
に

実
施
し
ま
し
た
財
団
法
人
日
本
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ト
ラ
ス
ト
主

催
「
観
光
資
源
保
護
調
査
」
の
内
容
を
基
に
、
な
る
べ
く
重

複
を
避
け
る
た
め
、
前
回
調
査
の
対
象 

と
し
な
か
っ
た
附
属
屋
（
土
蔵
や
物
置 

な
ど
）
の
調
査
や
、
古
文
書
等
の
解
読
、 

地
区
内
の
土
木
工
作
物
等
の
調
査
が
考 

え
ら
れ
ま
す
。 

 
 

こ
の
調
査
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
① 

地
区
の
歴
史
的
沿
革
や
自
然
的
、
社
会 

的
、
経
済
的
な
概
況
が
わ
か
る
、
②
伝 

統
的
建
造
物
群
な
ら
び
に
建
造
物
群
と 

一
体
を
な
し
て
い
る
環
境
の
保
存
情
況 

が
わ
か
る
、
③
伝
統
的
建
造
物
群
な
ら 

び
に
建
造
物
群
と
一
体
を
な
し
て
い
る 

環
境
の
保
存
対
策
が
立
て
ら
れ
る
、
こ 

と
が
期
待
で
き
ま
す
。 

 

調
査
の
始
ま
り
は
二
十
三
年
六
月
頃
で
、
農
繁
期
に
あ
た

る
こ
と
か
ら
、
古
文
書
調
査
や
地
区
の
環
境
調
査
な
ど
皆
様

の
作
業
に
支
障
の
な
い
と
こ
ろ
か
ら
行
う
予
定
で
い
ま
す
。

二
十
三
年
度
は
お
も
に
現
地
調
査
を
行
い
、
状
況
の
把
握
に

努
め
る
と
と
も
に
、
保
存
対
策
の
原
案
作
り
を
行
い
ま
す
。

翌
二
十
四
年
度
は
保
存
対
策
の
策
定
と
、
調
査
結
果
を
ま
と

め
た
報
告
書
を
刊
行
す
る
予
定
で
す
。 

 

調
査
を
実
施
す
る
に
あ
た
り
、
「
調
査
委
員
会
」
を
設
け

ま
す
。
調
査
委
員
会
に
は
、
地
区
の
代
表
の
方
に
も
入
っ
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
実
際
の
調
査
は
別
途

「
調
査
団
」
を
作
り
ま
す
。 

 

こ
れ
ま
で
県
内
で
は
、
二
ヶ
所
で
保
存
対
策
調
査
が
行
わ

れ
て
い
ま
す
。
早
川
町
赤
沢
地
区
で
は
昭
和
六
十
二
年
か
ら

平
成
三
年
ま
で
継
続
的
に
保
存
対
策
調
査
が
行
わ
れ
、
四
年

十
二
月
に
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
、
翌
年
七
月
に
重
要
伝
統
的

建
造
物
群
保
存
地
区
に
選
定
さ
れ
ま
し
た
。 

 

笛
吹
市
芦
川
町
で
は
平
成
二
十
年
か
ら
二
十
一
年
ま
で 

保
存
対
策
調
査
を
行
い
、
二
十
二

年
三
月
に
報
告
書
を
刊
行
し
ま

し
た
が
、
伝
建
保
存
地
区
の
選
定

に
は
至
っ
て
い
ま
せ
ん
。 

 
こ
の
調
査
は
、
教
育
委
員
会
と

し
て
初
め
て
実
施
す
る
大
き
な

事
業
で
、
そ
の
目
的
と
す
る
と
こ

ろ
は
、
上
条
地
区
を
良
好
な
状
態

で
将
来
に
わ
た
っ
て
保
存
し
て

く
た
め
に
は
ど
う
い
う
方
法
が

あ
る
か
、
を
探
る
こ
と
に
あ
り
ま

す
。
皆
様
方
の
ご
理
解
ご
協
力 

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 
雪のあとの上条地区。この風景を後世につたえていくた
めに、なにを、どこを、保存していくのか、を検討して
いきます。そのための調査を行います。 

 

甲
州
市
で
は
政
策
秘
書
課
を
中
心
に
、
甲
州
市
景
観
計
画
の

た
め
の
準
備
を
行
っ
て
い
ま
す
（
「
上
条
報
告
第
二
十
一
号
」

参
照
）
。
そ
の
一
環
と
し
て
二
月
二
十
一
日
に
、
先
進
地
で
あ

る
滋
賀
県
近
江
八
幡
市
へ
研
修
に
行
き
ま
し
た
。 

 

近
江
八
幡
市
は
琵
琶
湖
の
東
岸
に
あ
り
、
水
郷
の
里
と
し
て

よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保

存
地
区
が
あ
り
ま
す
が
、
平
成
十
八
年
に
は
「
重
要
文
化
的
景

観
保
存
地
区
」
の
第
一
号
選
定
を
受
け
た
地
区
が
あ
り
、
景
観

施
策
の
先
進
地
で
も
あ
り
ま
す
。 

 

「
文
化
的
景
観
」
と
は
、
昔
か
ら
あ
る
里
山
の
風
景
や
農
業

景
観
を
指
し
、
一
帯
の
住
民
生
活
と
と
も
に
風
景
を
保
存
し
て

い
こ
う
と
い
う
新
し
い
文
化
財
施
策
で
、
全
国
で
ま
だ
二
十
一

件
し
か
選
定
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
で
す
が
甲
州
市
で
は
無
縁
で

は
な
く
、
「
勝
沼
の
ブ
ド
ウ
畑
」
と
「
松
里
の
コ
ロ
ガ
キ
を
干

す
集
落
」
は
、
山
梨
県
で
唯
一
の
文
化
的
景
観
の
調
査
対
象
と

な
っ
て
い
ま
す
。 

 

景
観
計
画
に
基
づ
く
完
成
し
た
自
治
体
の
姿
で
す
。 

 

近
江
八
幡
市
八
幡
（
商
家
町
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滋
賀
県
近
江
八
幡
市
薬
師
町
、
大
工

町
、
鍛
冶
屋
町
、
玉
屋
町
、
永
原
町
、

多
賀
町
、
大
杉
町
、
宮
内
町
、
新
町
、

魚
屋
町
、
博
労
町
の
各
一
部 

 

種
別 

 
 

 
 

 

商
家
町 

 

条
例
制
定
年
月
日 

昭
和
六
三
年
一
〇
月
三
日 

 

選
定
年
月
日 

 
 

平
成
三
年
四
月
三
〇
日 

 

地
区
面
積 

 
 

 

約
十
三
・
一
ヘ
ク
タ
ー
ル 

 

保
存
物
件
数 

 
 

建
築
物 

一
八
三
件 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

工
作
物 

 

九
三
件 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

環
境
物
件 

八
五
件 



 

近
江
八
幡
市
は
、
近
畿
の
水
瓶
と
呼
ば
れ
る
琵
琶
湖
の
東
岸

の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し
、
市
の
東
側
に
中
山
道
、
西
側
に
朝
鮮

人
街
道
が
そ
れ
ぞ
れ
南
北
に
通
っ
て
い
ま
す
。
現
在
伝
建
地
区

と
し
て
残
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）

に
豊
臣
秀
次
に
よ
っ
て
城
下
町
と
し
て
建
設
さ
れ
た
こ
と
か

ら
始
ま
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
豊
臣
秀
次
は
文
禄
四
年
（
一
五

九
五
）
に
失
脚
し
、
城
は
破
棄
さ
れ
、
城
下
町
と
し
て
の
機
能

を
失
い
ま
す
が
、
そ
の
後
八
幡
商
人
の
活
躍
に
よ
り
町
民
自
治

が
発
達
し
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
在
郷
町
と
し
て
大
い
に
発
展

し
ま
し
た
。 

 

保
存
地
区
は
、
こ
の
城
下
町
の
う
ち
比
較
的
保
存
状
態
の
良

い
延
べ
約
一
・
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
道
筋
に
沿
う
、
コ
の
字
型

の
地
区
と
、
日
牟
禮
神
社
の
境
内
地
で
す
。 

 

切
妻
造
、
桟
瓦
葺
、
平
入
り
で
、
中
二
階
建
が
多
く
、
間
口

の
狭
い
「
う
な
ぎ
の
寝
床
」
の
よ
う
な
主
屋
が
、
道
路
を
は
さ

ん
で
向
か
い
合
う
「
両
側
町
」
の
形
態
を
と
り
ま
す
。
家
屋
の

背
面
は
「
背
割
り
排
水
」
で
区
切
ら
れ
て
い
る
の
も
特
徴
で
す
。

 

戦
後
の
経
済
成
長
に
よ
り
琵
琶
湖
の
水
位
が
低
下
し
、
そ
れ

に
伴
い
八
幡
の
象
徴
で
あ
る
「
八
幡
堀
」
が
ヘ
ド
ロ
と
汚
水
ま

み
れ
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
当
時
堀
を
埋
め
て
し
ま
い
道

路
に
し
よ
う
と
い
う
計
画
も
上
が
り
ま
し
た
が
、
住
民
の
中
か

ら
八
幡
堀
再
生
の
運
動
が
起
こ
り
、
そ
れ
と
と
も
に
町
並
み
の

調
査
に
ま
で
発
展
し
ま
し
た
。
ど
う
せ
堀
を
き
れ
い
に
す
る
な

 

 

 
八幡の代表的な町並み風景。 

 
仲屋町という、伝建に接する地区。 

 
 

 
八幡堀のよくロケが行われる所。 

ら
、
堀
周
辺
の
家
並
ま
で
残
そ
う
、
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

こ
の
地
区
に
は
、
洋
風
建
築
も
多
い
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
、
明
治
末
か
ら
近
江
八
幡
に
住
ま
い
し
た
建
築

家
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
メ
レ
ル
・
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
に
由
来
し
ま
す
。

ヴ
ォ
ー
リ
ズ
は
日
本
に
メ
ン
ソ
レ
ー
タ
ム
（
現
メ
ン
タ
ー
ム
）

を
輸
入
し
た
人
物
で
す
。 

 

八
幡
堀
の
両
側
に
建
ち
並
ぶ
町
並
み
は
、
ま
る
で
江
戸
時
代

の
風
景
を
み
て
い
る
よ
う
で
す
。
実
際
に
、
八
幡
堀
は
有
名
な

時
代
劇
の
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
地
と
し
て
、
多
く
の
場
面
で
登
場

し
て
い
ま
す
。 

 

堀
を
再
生
し
、
町
並
み
を
再
生
し
た
こ
と
が
、
環
境
市
と
し

て
の
近
江
八
幡
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。 

堀の脇には歩道
があり、自由に散
策できます。 
 
 
 
昭和 40 年代は堀
に水が流れてお
らず、草が生え、
ゴミが捨てられ
ている有様でし
た。 

 
日牟禮神社。 

 

 

伝
建
地
区
と
は
別
に
、
「
重
要
文
化
的
景
観
保
存
地
区
」
に

つ
い
て
説
明
し
ま
す
。 

 

近
江
八
幡
市
で
は
、
「
近
江
八
幡
の
水
郷
」
と
し
て
三
五
四

ヘ
ク
タ
ー
ル
と
い
う
広
大
な
土
地
が
保
存
地
区
に
選
定
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
中
に
、
後
世
に
伝
え
て
い
こ
う
と
す
る
集
落
、

里
山
、
農
地
、
ヨ
シ
地
が
入
っ
て
い
ま
す
。 

 

ヨ
シ
は
水
郷
景
観
の
重
要
な
構
成
要
素
で
、
古
く
か
ら
ス
ダ

レ
や
衝
立
と
し
て
加
工
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
需
要
の
落
ち
込

み
や
中
国
か
ら
安
価
な
商
品
が
輸
入
さ
れ
る
な
ど
苦
境
が
続

き
、
後
継
者
も
不
足
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
行
政
の
援
助
を
始

め
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
労
力
提
供
な
ど
、
い
ろ
ん
な
手
法
で

景
観
の
保
全
に
努
め
て
い
ま
す
。 

 

集
落
は
里
山
の
ふ
も
と
に
等
高
線
に
沿
っ
て
線
状
に
形
成

さ
れ
て
お
り
、
瓦
葺
の
平
入
り
住
宅
が
中
心
で
す
。
地
区
内
で

住
宅
を
新
築
す
る
場
合
に
は
、
も
と
も
と
の
景
観
に
合
わ
せ
た

配
慮
が
必
要
で
、
地
区
ご
と
に
標
準
的
な
住
宅
モ
デ
ル
が
用
意

さ
れ
て
い
る
の
が
制
度
の
特
徴
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

普
段
み
て
い
る
何
気
な
い
風
景
や
、
暮
ら
し
そ
の
も
の
が
保

存
の
対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。
「
自
分
の
地
域
を
見
直
す
」
と

い
う
こ
と
が
、
い
か
に
重
要
な
こ
と
か
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
気

が
し
ま
す
。
近
江
八
幡
市
で
は
、
昭
和
四
十
四
年
か
ら
の
八
幡

堀
保
存
運
動
が
始
ま
り
で
、
つ
い
に
は
自
分
た
ち
が
住
ん
で
い

る
風
景
を
文
化
財
へ
と

さ
せ
た
の
で
す
。 

昇
華
 

ヨシ地と里山と集落の風景。 

 
集落の標準的な民家。 


